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設 置 根 拠 自衛隊法第 24条、自衛隊法施行令第 48条 

所 掌 事 務 

自衛官の募集、予備自衛官等の管理、自衛官等の募集に伴う広報、再就職援護、

地方における渉外及び広報、国民保護等に関する地方公共団体等との調整及び

協力 

担 当 区 域 徳島県 

情報公開・個人

情報保護窓口 

担当：中国四国防衛局 総務部 総務課 情報公開室 

TEL（082）223－8284 

（注）自衛隊徳島地方協力本部に関する情報の開示請求等は、中国四国防衛局の上

記窓口で受け付けています。 

 


